
  

第１号様式 

２０２２年 ４月 ７日 

 

公募型見積合わせ公告 

 

 

国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。 

 

１．調達内容 

（１）調達番号 薬００２ 

（２）請負の表示 島津製作所製 イメージング質量顕微鏡システム iMScope 

年間保守契約 一式 

 （別紙仕様書のとおり） 

（３）請負期間 契約締結日から２０２３年３月３１日まで 

（４）請負場所 大阪大学薬学研究科 

 

２．見積参加資格 

（１）国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。 

（２）本学と取引実績のある者であること。 

 

３．見積書の提出場所等 

（１）見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参

加者心得の交付場所及び問合せ先 

〒５６０－０８７１ 大阪府吹田市山田丘１－６ 

国立大学法人大阪大学薬学研究科会計係 

電話 ０６－６８７９－８１５１ 

（２）国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法 

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付する。また、インターネットにより本

学ホームページにアクセスし、参加者心得を出力することもできる。 

（３）見積書提出期限 

２０２２年 ４月１４日（木） １７時１５分 

 

４．その他 

（１）契約保証金 免除 

（２）契約書作成の要否 要 

（３）その他詳細は、国立大学法人大阪大学が定めた「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ

方式参加者心得」による。 
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仕   様   書 

 
1.  目的 

本仕様書は、島津製作所製 イメージング質量顕微鏡システム iMScope  一式（以

下、「本システム」という）において不時の障害が発生した際の保守業務（以下、「本

業務」という）を目的とするものである。 

 

2.  業務期間 

契約締結日から 2023年 3月 31日まで 

 

3.  本業務の実施場所 

本業務の実施場所は、本システムが採用されている対象機器の設置場所である国立

大学法人大阪大学薬学研究科とする。 

 

4.  本業務の内容 

受注者は、添付保守契約プラン資料記載のフルサポート プラチナプランに基づき、

必要な保守業務を速やかに実施するものとする。 

 

5.  除外作業 

次の各号に定める作業については、本業務の対象外とする。ただし、必要があると認め

るときは、発注者は、受注者と協議のうえ、実施時期、対価その他必要事項を定め、当

該作業を依頼できるものとする。 

（1） 発注者の依頼による本システムの改造・変更 

（2） 対象機器の移設に伴う本システム関連の作業および立会 

（3） 発注者の過失に起因して生じた障害・故障の修理・修復 

（4） 機器の消耗品の交換作業 

（5） 窒素発生装置、HPLC、前処理装置等の周辺機器 

（6） 天災、地変その他受注者の責めに帰すことのできない事由により本システムに生

じた障害・故障の修理・修復 

 

6. 代金の支払 

請負代金は、一括前払いとし、請求書発行日の属する月の翌々月末までに支払うも

のとする。 
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7.  その他 

（1） 本業務の実施に際し、本学の研究・業務に支障をきたさないように十分配慮す

ること。 

（2） 本業務の実施に当たって使用する光熱水料、必要ガス等は、発注者が負担する。 

（3） 本仕様書に記載のない事項及び仕様書に疑義を生じた場合には、発注者と受注

者との協議の上、取り決めるものとする。 

 

以上 



全有機体炭素計 オートグラフICP発光分析装置 電子線マイクロアナライザ高速液体クロマトグラフ
質量分析計

　島津製作所の分析機器、試験検査機器、環境計測機器は多岐にわたり全国でご

使用いただいています。

　島津アクセスは、日本全国に35拠点、約700名の経験豊富なフィールドエンジニアを擁し、

お客様の機器を安全に、そして安心してお使いいただくために迅速・的確にご支援します。

　納入前の設置環境の確認から、据付、性能確認、取扱説明、修理対応、点検・校正、

サンプルの分析相談にいたるまで、機器のライフサイクル全般にわたって、常に

ベストの状態でご使用いただけるように誠意を持ってサポートします。

私たちは、お客さまの機器・システムの安定稼働を
支えるフィールドエンジニアです。

Safety
安　全

Sincerity

誠実に
対応

Speed
速やかに実行

Systematic

機能的な
組織Satisfaction

お客様の満足

誠実で速やかなサービスを、安全にかつ組織的に提供し、顧客満足を実現する。

経営理念

Ai Supportにご加入の場合、島津製作所から購入した富士通製パソコンの窓口業務および復旧作業を行います。

パソコン修理対応について

【保守プラン】
安心のオンコール修理付Ai Support

【点検プラン】
オンコール修理は必要ないが、機器の整備は
しっかりしたいお客様へ

プラチナ ホワイト シルバー

ご使用ニーズに合わせたプランをご選択ください。 ご使用ニーズに合わせたプランをご選択ください。

定期点検、整備交換部品（Complete）、修理部
品（消耗部品を除く）の全てを含んだ充実
のサポートプランです。
特別な場合を除き年間Ai Support料金
以外の費用は発生しません。

定期点検、整備交換部品（Value）、オンコール
修理作業費を含んだベーシックプランです。

定期点検、オンコール修理作業費をセット
にした部品費を含まないプランです。

ゴールド ブロンズ
整備交換部品（Complete）を含んだ定期
点検のプランです。

定期点検のみのプランです。

■放射線管理区域等設置機器の料金については、お問い合わせください。
■ご購入後3年目以降で定期点検未実施機器については、事前確認（有償整備）をさせていただく場合があります。
■ご購入後7年目以降の機器は、ご契約内容に応じてAi Support料金が加算されます。
■本カタログに記載のない機器、オプションについては、お問い合わせください。
■本サービスの内容、料金は予告なく改定される場合があります。予めご了承ください。
※1 国、地域によってはグローバル保守契約をご利用いただけない場合があります。詳しくは、対象国の島津現地法人にお問い合わせください。https://www.shimadzu.com/an/index.html
※2 各装置料金表記載のオプションは、年1回実施の料金です。
※3 島津アクセス担当拠点より100km以上で宿泊費を伴う場合、距離加算を別途いただく場合があります。

■放射線管理区域等設置機器の料金については、お問い合わせください。
■ご購入後3年目以降で定期点検未実施機器については、事前確認（有償整備）をさせていただく場合があります。
■本カタログに記載のない機器、オプションについては、お問い合わせください。
■本サービスの内容、料金は予告なく改定される場合があります。予めご了承ください。
※4 各装置料金表記載のオプションは、年1回実施の料金です。
※5 島津アクセス担当拠点より100km以上で宿泊費を伴う場合、距離加算を別途いただく場合があります。

※6  富士通製パソコン 島津特約保証
　　【対象】島津から購入した富士通製パソコン（PC本体およびモニター）　　
　　【期間】据付完了後3年間もしくは5年間（24時間モデルPC）
　　【内容】パソコンの復旧（本体修理、OSの再インストール）
※7 ソフトウェアの再インストールやOQ点検費は有償（Ai Support加入の場合、ソフトウェアの再インストール作業費は無償です）
※8 パソコン本体が修理不可の場合、新規購入費用は含みません（推奨機種はお問い合わせください）。

PM＆Extended
Warranty

プラチナ シルバー

PM＆Repair
Standard

PM＆
Repair Basic

フルサポート
ベーシック
サポート

エコノミー
サポート

ホワイト

整備交換部品
（Value）

整備交換部品
(Complete）

オンコール修理

修理交換部品

消耗部品

交通費
そ
の
他

修
理

点
検

島津特約保証内※6,7

（据付完了後3年間もしくは5年間）

島津特約保証終了後
（据付完了後4年目以降
もしくは6年目以降）

富士通への連絡業務および富士通と協力してパソコン復旧作業を行います。
（プリンターは除く）

パソコン修理時の窓口対応

パソコン修理部品費用

プラチナ ホワイト シルバー

◯

◯

◯

－

◯

◯

－

－

◯

◯

－

－

パソコン修理時の技術費用
（修理不可の場合を除く）※8

モニター、キーボード、マウス、
プリンタ修理（交換）費用

各種分析計測機器 （材料試験機を除く）各種分析計測機器 （材料試験機を除く）
材料試験機はP.47をご参照ください。材料試験機はP.37をご参照ください。

プランのご紹介

定期点検

サポート
コンセプト

グローバル名称

プラン名

年1回定期点検を実施します。
（装置により年2回実施プランあり）※2

ご契約で定められた必要最低限の整備交換部品を交換
します。ご契約以外の部品交換が必要となった場合、
別途費用を申し受けます。

定期点検時に上記Value部品に加え、
フィールドエンジニアが必要と判断した
すべての部品を交換します。

契約期間内に故障が発生した場合に
フィールドエンジニアが訪問修理を行います。

オンコール修理訪問で復旧に使用した部品費を
含みます（消耗部品は含みません）。

オンコール修理訪問で、復旧に使用した消耗部品は
別途費用を申し受けます。

定期点検およびオンコール修理における交通費は
Ai Support料金に含まれています。※3

プラン名

定期点検※4

整備交換部品（Complete）

交通費※5

ゴールド ブロンズ

Completeに
含みます

◯

◯

◯

◯

－

◯

－

－

◯

◯

－

－

◯

－

－

◯

◯

◯

◯

◯

－

◯

◯

◯

－

◯

〈グローバル保守契約〉
このマークがある機器は世界の主要国で基本構成が
同じ保守契約をご利用いただけます。※1

〈IoT/M2M〉
このマークがある機器はAi Supportをご契約
いただくと、IoT/M2Mサービスをご利用いただけます。

210mm207mm 210mm

H2 面

TOTAL 
AFTER-SALES
SERVICE

安心と安全をお届けする

アフターサービス総合カタログ

JSAC-0001D

島津の保守契約

安全に、そして安心してご使用いただくため、充実したラインナップをご用意しています。

ご 挨 拶

ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフ
質量分析計

超高速液体
クロマトグラフ

フーリエ変換
赤外分光光度計紫外可視分光光度計

Good Access, Good Service. 今ここに、すぐそこに
Best For Our Customers

Good Access, Good Service. Good Access, Good Service. Good Access, Good Service. 今ここに、すぐそこに今ここに、すぐそこに今ここに、すぐそこに
Best For Our Customers

代表取締役 社長
株式会社　島津アクセス

　当社は、“科学技術で社会に貢献する”を基本理念とし、島津製作所の分析計測機器のサービスサポートを

国内のみならず欧米アジア等グローバルに提供しています。

　科学技術の急速な発展や産業構造の変化に伴い、お客様の分析計測機器に対するニーズはますます

多様化してきています。そのようなお客様のニーズを素早くキャッチし、お客様のために的確なソリューションを

提供してゆくため、装置が故障したら修理するという従来のサービスから、装置が故障しないように お客様の

要望を聞き、保守点検をしっかり行い、据付から更新まで装置のライフサイクルを通して、高品質なサービスの

提供をモットーとしています。 

　また、お客様が世界中のどこに進出されても島津製品を安心してお使いいただけるよう、海外の島津グループ

会社とも連携したグローバルな組織で日本国内と同様にお客様をサポートいたします。

　当社の財産は“人”です。

　“社員の創造性と個性”を尊重し、自由闊達な企業風土を大事にしています。

フィールドエンジニアの一人一人が“おもてなし”の心をもってお客様へのサービスを行なえるよう人財育成に

力を注いでいます。

　全世界のお客様に対して、いつでも、どこでも、迅速で、高品質のサービスができるよう日々さまざまな研修を

行っています。

　そして、経営理念である“誠実で速やかなサービスを、安全にかつ組織的に提供し、顧客満足を実現する”ことを

全社員が目標としています。

210mm 207mm210mm

H1 面

九州 広島

大阪

京都
名古屋

静岡 横浜

北関東

つくば

東京

仙台

札幌

SERVICE NETWORK

支　店

営業所



  

第２号様式 

 

 

見 積 書 

 

 

調達番号 ： 薬００２ 

 

請負の表示 ： 島津製作所製 イメージング質量顕微鏡システム iMScope 

年間保守契約 一式 

 

 

見積金額 金 円也 

 

 

国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基準を熟知し、公募型見積合わせ方式参加者心

得を承諾の上、上記の金額によって見積します。 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

国立大学法人大阪大学  殿 

 

 

住 所 

会 社 名 

氏 名 ［印］ 

電話番号 

 

 

 

 

１ 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。 

２ 見積書の日付は、提出日を記載してください。 

 

 

※ 再度見積及び参加者不在の取扱いに係る見積書は、本様式以外のものを使用することができる。 



 

 

請 負 契 約 書 （案） 
 

請負の表示 島津製作所製 イメージング質量顕微鏡システム iMScope 

年間保守契約 一式 

 

請負代金額 金         円也（うち消費税額及び地方消費税額        円） 

 
上記の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第

７２条の８３の規定に基づき、請負代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。 
ただし、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税及び地方消費税に

よるものとする。 
 
発注者 国立大学法人大阪大学大学院薬学研究科 研究科長 藤尾 慈 と受注者     と

の間において、上記の請負業務（以下「業務」という。）について、上記の請負代金額で次の条項に
よって請負契約を結ぶものとする。 

 
第１条 受注者は、別紙の仕様書に基づいて、業務を行うものとする。 
第２条 受注者は、業務を行う上で知り得た発注者に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に使

用してはならない。 
第３条 受注者は、業務を行う上で知り得た個人情報については、別紙「個人情報取扱の特記事項」

を遵守して取り扱うものとする。 
第４条 業務は、国立大学法人大阪大学薬学研究科において行うものとする。 
第５条 契約期間は、契約締結日から２０２３年３月３１日までとする。 
第６条 受注者は発注者に対し、業務完了後、完了通知書を国立大学法人大阪大学薬学研究科会計

係に送付する方法で交付するものとする。 
第７条 請負代金は、契約開始後前払いするものとし、適法な請求書受領後、当該月の翌々月末まで

に支払うものとする。 
第８条 契約保証金は免除する。 
第９条 この契約についての必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基

準を準用するものとする。 
第 10条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁

判所の裁決により、これを解決するものとする。 
第 11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者と

が協議して定めるものとする。上記契約の成立を証するため発注者及び受注者は、次に記名し、
印を押すものとする。 
 
この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

 
 
２０２２年  月  日 

 
 

発注者 
大阪府吹田市山田丘１番６号 
国立大学法人大阪大学大学院薬学研究科 

研究科長  藤 尾  慈    印 
 
 

受注者 
 
 

                印 
 

  



 

 

別 紙 
個人情報取扱の特記事項 

 
 （基本的事項） 
第１ この契約により、発注者から業務を請け負った者（以下「受注者」という。）は、この契約に
よる業務を行う上で、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利
利益を侵害することのないようにしなければならない。 

 
 （秘密保持） 
第２ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契約を履行
する以外の目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約に
よる業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は本契約を履行する以外の目的に使用して
はならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知させなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 
 （保管及び搬送） 
第３ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を
防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

 
 （再委託の禁止） 
第４ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報の処
理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

 
 （契約目的以外の利用等の禁止） 
第５ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当
該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 
 （複写及び複製の禁止） 
第６ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複
写若しくは複製してはならない。 

 
 （事故発生時の報告義務） 
第７ 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、
速やかに発注者に報告し、その指示に従わねばならない。この契約が終了し、又は解除された後に
おいても同様とする。 

 
 （個人情報の返還等） 
第８ 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を
速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 

 
 （適正な管理） 
第９ 受注者は、この契約による業務を学外で実施する場合には、個人情報の適正な管理のために必
要な措置を講じなければならない。この場合において、発注者の求めに応じ、責任者等の管理体制
及び個人情報の管理状況に係る検査に関する事項等についての書面を提出しなければならない。 

 
 （違反した場合の措置等） 
第 10 発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の
請求をすることができるものとする。 

 


